
当院は保険医療機関です。
健康保険法に基づく療養の給付を行っております。

当院は以下の施設基準について、地方厚生局に届け出を行って

おります。

●電子的診療情報連携体制整備加算（加算3）

●明細書発行体制加算

●一般処方名加算

●通院・在宅精神療法 心理支援加算

●通院・在宅精神療法 療養生活継続支援加算

●精神科退院時共同指導料

●プログラム医療機器等指導管理料

●こころの連携指導料

●在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）・（Ⅱ）ー（1）

●精神科デイ・ケア「大規模なもの」・「小規模なもの」

●精神科ショート・ケア「大規模なもの」・「小規模なもの」

●外来・在宅物価対応料

●特定機能病院等紹介患者受け入れ加算

医療法人社団 翠会

慈友クリニック 院長


